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佐 監 第 ４ ３ 号 の １ ４                         

平成３０年１２月１９日 
          
 
佐倉市長  蕨   和雄 様 

 

佐倉市監査委員 山 口   勉   

佐倉市監査委員 松 田 和 哲   

佐倉市監査委員 川名部   実   
 

 
平成３０年度定期監査及び行政監査報告（第１回） 

  
全国都市監査委員会の都市監査基準に準拠して、地方自治法第１９９条第２項及び

第４項の規定により監査を執行したので、その結果を同条第９項の規定により次のと

おり提出する。 

 
記 

第１ 監査の対象部署 

１ 予備監査及び監査委員監査 

（１）健康こども部 

子育て支援課、児童青少年課、健康増進課、生涯スポーツ課、志津保育園、 

北志津保育園、南志津保育園 

（２）環境部 

   生活環境課、廃棄物対策課 

（３）都市部 

都市計画課、公園緑地課、建築指導課、住宅課、市街地整備課 

 （４）選挙管理委員会事務局 

     
２ 書面審査 

（１）企画政策部 

秘書課、企画政策課、地域創生課、財政課、広報課 

（２）市民部 

   市民課、健康保険課、自治人権推進課、志津出張所、臼井・千代田出張所、 

   根郷出張所、ユーカリが丘出張所、和田出張所、弥富派出所、西志津市民サー

ビスセンター、佐倉市民サービスセンター、志津コミュニティセンター、 

   和田ふるさと館、ミレニアムセンター佐倉、千代田・染井野ふれあいセンター、 

   市民公益活動サポートセンター、消費生活センター 

（３）福祉部 

   社会福祉課、高齢者福祉課、障害福祉課 

（４）契約検査室 
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（５）上下水道部 

   経営企画課、給排水課、維持管理課、建設課 

 

第２ 監査の主眼及び方法 

監査を実施するに当たっては、地方自治法第１９９条第１項の財務に関する事務、

同条第２項の一般行政事務の執行が、同法第２条第１４項（地方公共団体は、その事

務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにしなければならない。）及び第１５項（地方公共団体は、常にそ

の組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規

模の適正化を図らなければならない。）の規定の本旨に沿ってなされているかどうか

について、佐倉市監査事務処理規程に準拠し、試査による照合・質問・分析等、通常

実施すべき手続きを選択し適用した。 

  
監査項目及び着眼点は以下のとおりである。 

１ 予算執行が、適正かつ計画的、効率的に行われているか。 

２ 事務事業の執行及び管理運営が、適正かつ合理的、効率的に行われているか。 

３ 工事及び委託事業等の契約事務が、随意契約も含め適正かつ効率的に執行されて

いるか。 

４ 指摘事項は、是正又は改善されているか。 

５ 各種の帳簿、証拠書類は整備され、記載内容に整合性はあるか。 

６ 各種団体に支出している負担金の必要性及び効果は検証されているか。 

７ 情報システム調達の手続き及び費用対効果の分析は適切に行われているか。 

８ 市が保有する個人情報等が記載された文書は適正に管理されているか。 

 

第３ 監査の日程 

平成３０年８月２７日から平成３０年１２月１８日まで 

 
第４ 監査の範囲 

平成３０年度事務事業（必要に応じて過年度分も対象とした）  

 
第５ 監査の結果 

今回監査を実施したところ、次のとおり注意、改善すべき点が認められたので、こ

れらに留意し、適正で効率的かつ効果的な事務遂行に一層努力されたい。 

 
１ 指摘事項 

※  指摘事項  ： 法令等に違反し、又は不当と認められるため是正を求める

事項若しくは経済性、効率性、有効性の観点から改善、検討

を求める事項（措置結果の報告を求める） 

※ 【措置済み】： 軽微な事項で、監査結果確定までに改善策を講じたもの 

 
（１）契約事務について 

ア 随意契約締結の理由選択誤り（健康増進課、廃棄物対策課、住宅課） 

    随意契約締結の際、随意契約の根拠となる地方自治法施行令第１６７条の２第
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１項に記載されている理由の選択誤りが６件（健康増進課４件、廃棄物対策課１

件、住宅課１件）認められた。 

事務処理要領等マニュアルの徹底及び組織内の内部統制機能を構築し、再発防

止に努められたい。 

なお、廃棄物対策課については、平成２８年度定期監査及び行政監査において

も、同一の事項について指摘をしたところであり、改善措置をとったにもかかわ

らず、再度同様な誤りがあったことから、再発防止に向けて真摯に取り組まれたい。 
 

イ 予定価格書の作成漏れ及び専決区分誤り並びに契約事務の不適切な執行 

（公園緑地課） 

随意契約を行うに当たっては、佐倉市財務規則第３条別表第１及び第３に専決

区分が規定され、同規則第１４３条各号のいずれかに該当する契約を除き、事前

に予定価格書を作成すると規定されている。 

しかし、「平成３０年度さくら庭園管理業務委託」については、予定価格書が

ないまま随意契約が締結されていた。 

また、「平成３０年度小規模公園管理等業務委託」については、部長専決のと

ころ課長専決で処理し、予定価格書もないまま随意契約が締結されていた。 

さらに、両契約は単価契約であるが、契約に当たって、人件費と機械類につい

ては設計単価を上回る見積額で契約を締結していた。また、予定数量である作業

時間については設計数量よりも見積書の数量が下回っており、その結果、発注予

定総額では設計額より見積額が安くなっている。これでは、管理業務に必要な作

業時間を確保したとは言えず、委託に当たっての設計書の軽視にもなる。 

今後は、佐倉市財務規則を遵守した適正な事務処理をするとともに、契約事務

に当たっての公開性や透明性を確保した契約事務とするよう改められたい。 

 

ウ 専決区分誤り（廃棄物対策課） 

佐倉市財務規則第１５２条の規定により監督員を命ずることは、同規則別表第

３その２において部長専決事項と規定されている。 

しかし、「平成３０年度動物死体収集運搬業務委託」について、部長専決のと

ころ、課長専決で処理していた。 

今後は、専決区分や専決者の誤りのないよう、佐倉市財務規則を遵守し、適正

な事務処理をされたい。 

    

エ 協議書及び同意書の記載誤り（健康増進課） 

佐倉市財務規則第１４２条第２項の規定により見積書を徴しないときは、佐倉

市契約事務要綱第２８条第３項で、市が決定する予定価格により協議し、同意書

を徴すると規定されている。 

「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業委託」の契約に当たっては、同要綱

の規定に基づき、協議書により協議し同意書を徴しているが、誤って当該契約名

と異なる件名「平成３０年度佐倉市個別予防接種業務委託」の協議書による同意

書を徴していた。 

今後は、慎重な事務手続きを励行するとともに、チェック機能を強化し、再発

防止に努められたい。 
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オ 契約事務に係る文書の起案者について（都市計画課） 

  佐倉市事務決裁規程第３条第２項ただし書きでは、市長の決裁事項及び副市長

の専決事項のうち、当該事務を所掌する班が編成されているときは、起案者は、

班長又は課長以上の職にある者でなければならないと規定されている。 

しかし、「京成志津駅構内使用」及び「佐倉市コミュニティバス（内郷ルート）」

の執行及び契約締結の決裁について、班員である担当者が起案していた。 

今後は、佐倉市事務決裁規程に基づく起案を徹底されたい。 

 

（２）文書の収受について（児童青少年課） 

佐倉市文書管理規程第１２条では、第３号に掲げる印刷物等を除き、第１号で、

文書及び荷物は、直ちに開封して確認の上、文書の余白に文書収受印を押印する

と規定されている。 

しかし、補助金の交付申請に係る申請書２件に収受印の押印がなかった。 

今後は、佐倉市文書管理規程に基づく文書収受を徹底されたい。 

 

（３）補助事業に関する交付申請書及び実績報告書について（廃棄物対策課、建築指導

課） 

「佐倉市生ごみ減量化促進事業補助金交付申請書」１件について、委任状が添

付されているが、記載された金額が交付申請額と異なっていた。 

また、「佐倉市生ごみ減量化促進事業補助金実績報告書」３件について、交付

決定兼確定通知日の記載がなかった。（廃棄物対策課） 

さらに、「住まいの安全・安心リフォーム支援事業補助金の交付申請書」２件

について、事業に要する経費に額が記載されていなかった。（建築指導課） 

今後は、チェック機能を強化し、再発防止に努められたい。 

 

（４）交付金の厳格な精算処理について（児童青少年課） 

 佐倉市青少年相談員連絡協議会及び佐倉市青少年育成市民会議に対して佐倉

市青少年健全育成関係団体事業交付金を支給し、青少年健全育成の推進を図って

いる。両者とも事務局は児童青少年課にあり、両者の年間収入はほぼ全額市から

の交付金で構成されている。佐倉市青少年健全育成関係団体事業交付金交付要綱

によると、当該交付金は概算払いで、年度末の実績報告により精算を行い額の確

定をすることになっているが、平成２９年度収支報告書では繰越金が生じている

にもかかわらず、概算払額での精算処理として額の確定を行い、その結果、余剰

金の市への返還がされていなかった。 

速やかに適正な精算処理を行うとともに、今後は慎重かつ厳格な精算を行うよ

う再発防止に努められたい。 

 

（５）交付金交付要綱の見直しについて（児童青少年課） 

  平成２９年度の佐倉市青少年健全育成関係団体事業交付金額は、佐倉市青少年

相談員連絡協議会に 1,500,000 円、佐倉市青少年育成市民会議に 1,650,000 円で

ある。両者とも支出額のうち各地区への助成金の支出が多額を占めている。佐倉

市青少年相談員連絡協議会は交付金のうち４割以上の 643,638 円を各地区へ活

動助成金として支出し、佐倉市青少年育成市民会議は 1,560,000 円を佐倉地区青
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少年育成住民会議外６地区へ助成金として支出している。特に佐倉市青少年育成

会議については交付金 1,650,000 円ほぼ全額が各地区への助成金として通過勘

定となっている実態が認められ、さらに、各地区の決算報告では余剰金が発生し

ているものが見受けられた。 

同交付金が各地区の青少年相談員や地区青少年住民会議等に真に必要な助成

であるならば、佐倉市青少年相談員連絡協議会や佐倉市青少年育成会議の存立の

要否、交付金の透明性の確保及び効果測定の観点から佐倉市青少年健全育成関係

団体事業交付金交付要綱の見直しをされたい。 

 

（６）委託事業の精算処理について（公園緑地課、生涯スポーツ課） 

公園緑地課において「平成２９年度長嶋茂雄記念岩名球場改修記念に伴うイベ

ント開催業務委託契約」を佐倉イースタンリーグ実行委員会と結び、プロ野球イ

ースタンリーグの試合を開催した。当該契約は概算払いで、業務完了後、業務報

告書及び収支報告書により精算を行い、業務委託料の額を確定することになって

いる。当該実行委員会は会長が市長であり、事務局にも市職員が少なからず関わ

っている。平成２９年度収支決算書によると概算払額より実支出額が多いため概

算払額と精算額が同額として額の確定がなされているが、少額の余剰金が発生し

ており、同委員会の繰越金として処理されている。業務委託仕様書によれば入場

券販売等で得た利益金についてはスポーツ振興基金に繰り入れることとなって

いることから、速やかに余剰金をスポーツ振興基金へ繰り入れられたい。 

また、平成３０年度については生涯スポーツ課において佐倉イースタンリーグ

事業補助金として佐倉イースタンリーグ実行委員会に対し、プロ野球イースタン

リーグの試合開催のための経費の２分の１以内の額を補助して、事業実施したが、

実行委員会には、補助金以外にも、チケット収入や協賛金収入があり、余剰金が

生じる可能性がある。 

  仮に、プロ野球イースタンリーグの試合開催を恒例のものとするのであれば、

余剰金を一旦市に返還し、市は基金として積み立て、次年度改めて補助金として

支出するなど余剰金に対応した仕組みとすべきである。 

 次年度以降もプロ野球イースタンリーグの試合を開催するのであれば、補助金

の支出の在り方について検討されたい。 

 

（７）保育園保護者負担金の滞納者への対応について（子育て支援課） 

 佐倉市保育料滞納整理事務処理要綱では、保育料を滞納している納付義務者か

ら保育料の納付に係る相談又は保育園の利用の申込みを受けた場合には、納付誓

約書を提出させるとしている。 

 しかし、実際には、２回窓口にて納付させてから、納付誓約書の作成を求める

という扱いをしており、要綱に沿った事務処理がなされていない。 

 滞納者への対応については、新規滞納発生を防止し、回収の徹底を図るため、

要綱にのっとった厳格な処理をされたい。 

 

（８）粗大ゴミ処理手数料の納期限遵守について（廃棄物対策課） 

  廃棄物対策課が所管する粗大ゴミ処理手数料は、粗大ゴミ処理券を販売した各

店舗が、前月末締め、翌月２５日を納期限として手数料を佐倉市に納付すること
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になっているが、平成３０年７月分の粗大ゴミ処理手数料について、８月２７日

の納期限を徒過して納付されたものが、５件合計額 111,054 円に上った。 

  処理券を販売する業者へ、納期限遵守の指導を徹底されたい。 

 

（９）屋外広告物申請に係る事務について（都市計画課） 

 屋外広告物申請手数料の徴収については、佐倉市財務規則第３２条の規定によ

り納期限１０日前までに納入の通知をすることとなっている。 

しかし、無届及び更新時期を逸した広告物については、即、申請手続き及び納

付を促すべきところ、同規則に従うと納付日が相当期間遅延することから、納期

限を空欄とした納入通知書を相手方に交付していた。その結果、納付遅延による

収入未済が発生した。 

今後は、緊急時に則した納期限を設定するなど、事務手続を見直されたい。 

 

（10）支出伝票の誤入力について（建築指導課） 

  木造住宅補強改造工事補助金の支出に当たり財務会計システムへの入力をす

る際に、補助金交付決定通知書に記載の交付決定額等の入力誤り４件があったこ

とにより、支出負担行為額が過大に入力され、その結果、歳出一覧表の予算残額

が過少表示されていた。今後は、人為的な入力ミスの再発防止に向け、入力作業

後の各種データの検証についてチェック機能を強化されたい。【措置済み】 

 

（11）個人情報等が記載された文書の管理について（高齢者福祉課、生活環境課、 

生涯スポーツ課、都市計画課、公園緑地課、住宅課、市街地整備課、維持管理課） 

  市が保有する個人情報等が記載された文書の保管場所について施錠がされて

いなかった。個人情報の記載された文書の紛失、盗難等による個人情報流失のリ

スクに備えるため、施錠可能な保管場所を確保したうえで、施錠を徹底されたい。

【住宅課措置済み】 

 
２ 意見 

※ 意見 ： 法令等に照らしては違反や不備、不適切事項には当たらないが、  

事務の進め方における工夫や努力、改善によっては今以上に経済性

や効率性、有効性が向上すると見込まれる事項について、市の組織

及び運営の合理化に資するため、監査委員からの提言として表明す

る事項（対応状況の報告を求める） 

 

（１）保育園待機児童の解消について（子育て支援課） 

  女性の就業率向上や保育料助成制度整備に伴い、保育園入園希望者が増加傾向

にあり、保育園新設にもかかわらず保育園入園待機者の増加がますます深刻化し

ている。他方、少子化現象に歯止めはかからず、近い将来には保育園入園児の減

少も想定される。このような現状下において、市内の全ての公立保育園の入園児

は定員のほぼ１００パーセント以下で推移している反面、私立保育園は１００パ

ーセント超での入園数を確保している保育園が多数存在している。これは、保育

園の入園可能人数が、保育士の確保を前提として、定員の１２０パーセントまで

できることにゆえんする。保育園の新設は、時間的にも長期を要し、多額の予算
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措置を講ずるのみならず、保育士の確保策も必要であり、また、今後の保育園児

の推移予想からすると、今ある施設の有効活用が最も得策であり、待機児童の解

消にも一助となる。緊急避難的な対応として、保育士の確保策を急ぎ講じること

により、公立保育園による１００パーセント超の入園児の増加を図り、可能な限

りの待機児童の解消に努められたい。 

 
（２）子育て支援に係る各センターの連携に向けた体制整備について（子育て支援課） 

    子育て世代の支援事業については、子育て世代包括支援センター事業（平成３０

年度当初予算額 41,605,000 円）、子育て支援センター事業（同 7,788,000 円）、

ファミリーサポートセンター事業（同 12,068,000 円）があるが、支援施策の利

便性を向上させるため、各センター事業が縦割りになることを避け、センター相

互間の連携が確保されるような体制整備を図られたい。 

 

（３）千葉県食生活改善協議会の支出内容について（健康増進課） 

   千葉県食生活改善協議会に対して会費を負担しているが、同協議会は総会開催

に当たり、千葉県栄養士会及び千葉県調理師会から祝儀として金銭を受領する一

方、同栄養士会及び同調理師会に対して同額程度の祝儀を支出している。公的な

団体間での不明朗な祝儀等金銭の授受は不要と認められることから、同協議会事

務局に働きかけられたい。 

 
（４）汚染地下水対策費用の負担の在り方について（生活環境課） 

   市は水質汚濁防止対策事業として、有機塩素系化合物による汚染地下水の汚染

源究明及び浄化対策を実施している。土壌汚染については、土壌汚染対策法によ

って、人の健康被害が生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事が

土地の所有者等に対し、有害物質の除去、拡散の防止その他の汚染の除去等の措

置を命ずるとあることから、土地の利用者又は所有者の責任と負担で対策を講じ

ることとなる。さらに、浄化対策により土地の評価が上昇し、その効果は土地所

有者に帰属することを鑑みると、汚染対策費用の負担は土地利用者又は所有者に

負わせるべきであるため、現状の汚染対策費用の負担の在り方について検討され

たい。 

 
（５）随意契約について（廃棄物対策課） 

   容器包装リサイクル法対象品目処理業務委託については、毎年、同一業者と随

意契約で多額の契約を締結している。市内及び近隣で当該処理業務が可能で資格

者名簿に登載されている業者が他にいないことを理由としているが、処理業者の

見積金額を、そのまま予定価格とし契約に及んでいることから１００パーセント

の落札率となっている。周辺市の契約状況を調査することによって、処理業者に

ついて広範に情報収集し、登録業者を増やすなどにより入札制度の導入を検討さ

れたい。 

 
（６）景観事業の推進について（都市計画課） 

   市は景観法に基づき佐倉市景観計画を策定し良好な景観形成を図ろうとして

いる。また、佐倉市景観条例を制定し、本年７月からは大規模建築物等の新増築
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等の届出制度も開始した。市は従前から町並み景観等については産業振興課や文

化課が、また、歴史的景観としての街並み保存整備事業も対象とした佐倉商工会

議所の「商工業振興基金」へ多額拠出するなど景観事業に取り組んできた経緯が

ある。単に計画を策定し事足りるとすることなく、佐倉市内の景観について組織

横断的な全庁的観点からの取り組みを行い、実のある景観事業を推進されたい。 

 

（７）（仮称）佐倉西部自然公園の整備基本計画の具体化について（公園緑地課） 

    （仮称）佐倉西部自然公園については、当初取得日から１０年以上、整備基本

計画策定からも１０年近く経過している。敷地内の４１パーセントが民有地であ

り、地権者８４名から借り上げて運営しているが、状況に応じて都度、土地購入

が発生している。里山景観の保全を目的として当該公園緑地を取得した経緯から

すると、借地の存在は不安定であり、地権者にこの経緯を十分に理解していただ

くことが肝要である。地権者の意向で当該事業に支障をきたさないよう万全を期

すとともに、このような状態を放置すると、無尽蔵に整備費が膨らみかねないこ

とから、自然公園としての目的を完遂するため、現状における基本計画の進捗状

況を検証し、基本計画に沿った今後の具体的な方向性を早急に示されたい。 

 
（８）危険コンクリートブロック塀等の早期除去について（建築指導課） 

    危険コンクリートブロック塀等については、特に通学路を中心として、大阪府

北部地震後に見直しを行った結果、市内５６か所の危険個所（１１月８日時点）

を把握している。 

今後は、危険コンクリートブロック塀等の除去及び生垣転換について、所有者

への要請及び助成制度の周知を徹底し、危険個所の早期除去に努められたい。 

 
（９）空き家バンク未登録物件への対応について（住宅課） 

    佐倉市内に現存する約２，０００棟の空き家のうち、空き家バンクに登録して

いるものは９１棟に過ぎない。空き家バンクは、空き家を売買・賃貸したい人だ

けが利用しており、放置されている家屋の問題解消につながっていない現状にある。 

今後は、所有者不明の空き家を含めて、空き家バンク未登録物件への対応を、

また、空き家の老朽化に伴う周辺住環境の悪化への対策にも配意されたい。 

 
（10）選挙事務への若年者等市民の活用について（選挙管理委員会事務局） 

    選挙年齢が１８歳以上に引き下げられてから２回の国政選挙と県知事選挙が 

  あったが、１８歳、１９歳投票率は、全年代を通じて低い２０代と３０代よりは 

 高いが、市全体の投票率よりは低い状態にある。若年層に選挙に関しての関心を

持ってもらい、積極的な参加につなげるために、また、各種選挙のたびに市職員

を大量に動員しての選挙事務執行体制を大きく変革するためにも、突発的な衆議

院選挙は別として、あらかじめ投票日が特定可能で準備期間が確保できる選挙に

関しては、啓発及び体験の両面から高校生や大学生等の若年者を活用しての執行

に当たられたい。 

また、佐倉市においては期日前投票所に事務従事する非常勤臨時職員について

は、市民からの公募により採用している実績がある。 

    当日投票所に事務従事する非常勤臨時職員についても、市民からの公募によっ
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て対応することができないか、検討されたい。 


